
 

 

（提案基準第１３号） 

地域経済牽引事業の促進を図るための施設に係る開発又は建築等に関する基準 

 

地域経済牽引事業の促進を図るための施設に係る開発又は建築等については、次の要件のすべてに

該当すれば、原則として法第３４条第１４号又は政令第３６条第１項第３号ホに該当するものと認

め、開発審査会に付議する案件として処理するものとする。 

 

１ 申請に係る予定建築物（第一種特定工作物を含む。）は、地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号。以下、「地域未来投資促進法」とい

う。）第１４条第２項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき整備される同法第１３条第３

項第１号に規定する施設であること。 

２ 申請地は、地域未来投資促進法第１１条第２項第１号に規定する土地利用調整区域に位置してい

ること。 

３ 申請者は、当該事業を営む者であること。 

 

附則 

この基準は、2019年（令和元年）６月４日から施行する。 

附則 

この基準は、2024年（令和６年）４月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2025年（令和７年）４月１日から施行する。 

  


